
外航貨物船の船内荷役時の
新型コロナウイルス感染症への感染防止のための推奨事項

（令和2年4月30日 事務連絡）

① 以下のいずれかの症状がある者は、船内荷役（打ち合わせ及び作業）に従事
させないこと。
（有症状の外航船員は船内の別室等へ隔離し、有症状の港湾労働者は乗船さ
せないこと。）

・風邪の症状や37．5度以上の発熱がある者（解熱剤を服用中の者も同様に扱
う。）
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある者

② 外航船員及び港湾労働者は、真に業務上の必要がある場合を除き、相互に接
触を控えることとし、電子メールその他の方法により代替するなど業務の進
め方を工夫すること。

③ 対面での会話や目視による点検など、やむを得ず業務上接触する場合も、以
下に掲げる取組みを実施すること。

・必要最小限の参加者及び時間で行うこと
・外航船員と港湾労働者の相互間の距離を確保すること（できるだけ2メー
トル以上）
・物品（書類、ＵＳＢメモリ等）の直接の手渡しはできるだけ避けること
（例えば、「一方が物品を置いた後でそこから離れ、他方が近づいて受け
取る」など）
・外航船員は、港湾労働者の乗船中は、船内のタリールーム（検数室）や港
湾労働者用のトイレ・休憩室の使用を避けること。港湾労働者は、船内の
業務上必要のない場所に立ち入らないこと

④ 船室内の換気に努め（※1）、打ち合わせは、屋外又は換気の良い船室内で
行うこと。

※1：機械換気の場合は、換気装置を適切に運転・管理すること。窓の開閉
が可能な場合は、1時間に2回程度の頻度で窓を全開して換気すること。

⑤ マスク（入手できない場合は、簡易フェイスシールドや布等の鼻や口を覆う
もの）を着用すること。

⑥ 石けんでの手洗い又は手指のアルコール消毒を徹底すること。
（出社・帰宅、乗船・下船、飲食・喫煙・トイレ等の際にこまめに実施）

⑦ 船側は、船内荷役を開始する前及び後に、港湾労働者が手指で触れる場所（※
2）の消毒（※3）を実施すること。

※2：タラップの手すり、ドアノブ、トイレの排水レバー、打合せスペース
・休憩室等のテーブルや椅子、照明や空調機器のスイッチ類、荷役機器の
操作装置等の港湾労働者が手指で触れる箇所。
※3：消毒は薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後に水拭きするこ
と。または消毒用アルコール等で消毒すること。
・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認
の上。0．05％の濃度に薄めて使用すること（使用方法の詳細はメーカーの
ホームページ等で確認すること）
・消毒用アルコールは、濃度70％以上のものを使用すること

⑧ 検疫所、保健所等の行政機関から指示や指導があった場合は当該指示等に速
やかに従うこと。
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